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Ⅰ.はじめに

ISSN0387-1789

大 場 茂 明

これまでの職住分離,すなわち郊外への拡散を前提とした都市居住のあり方は,｢環境との

共生｣という側面からも見直 しを迫られている.かかる観点が世界的に注目されるようにな

った契機は,リオデジャネイロにて開催された国連環境開発会議 (1992年)における新たな

開発パラダイムとしての ｢持続的発展｣論の提起であった.

上記の ｢持続的発展｣論を受けて,近年EU諸国では環境と共生する開発を通 じて持続可能

な都市社会を実現 しようとする試みが行われている.｢持続可能な都市社会｣は,｢社会ヨー

ロッパ｣の建設とともに,今日のEU共通都市政策のキーワー ドとなっている.これは,都市

の社会的,経済的,文化的な持続可能性 と,地球環境の保全 という観点を統合的に捉えた概

念である.1998年に発表 された 『EUにおける持続可能な都市開発行動に向けた枠組み』

(EuropeanCommission,1998)は,①経済競争力と雇用の確保,②都市域における平等,社会

統合,都市再生の促進,③都市環境の保全と改善,④適切な都市統治とローカル ･エンパワ

ーメントへの寄与という目標を掲げ,これらに基づ く行動指針を提示 した (櫓谷ほか,2001,

184ページ).

以上のように,環境 との共生が都市政策においても近年重視 されるようになったのは,こ

れまで環境への負荷を無視 した市街地開発が行われてきたことへの反省によるものである.

郊外での住宅開発のスター トは,｢田園都市｣が近代的都市生活の模範 として紹介され,｢光

と風 と太陽｣にあふれた自然的生活への回帰が叫ばれた世紀転換期 (19世紀末～20世紀初頭)

にさかのぼる.そこでの ｢自然愛好｣ とは,とりもなおさず ｢自然｣の消費を通 じて居住の

快適性 の向上 を図 る ものであった. ドイツで も,従来の既成市街地 における閉鎖型

〔キーワード〕コンパクトシティ,内発的発展,ブラウンフィールド,持続可能性,IBAエムシヤー

パ ー ク
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(Blockbebauung)住宅での高密な居住は不健康なものとみなされ,開放型 (Zeilenstruktur)

住宅の開発が積極的に推進された.その結果,市街地は時代 とともに郊外- と拡散 し,｢低密

な郊外｣が形成 されていった.加えて,家庭におけるテクノロジーの導入や自家用車による

個人のモビリティの向上は,土ネルギー消費の増加を招 き,建造物による地表の被覆とともI

に,環境への負荷を一層増大させた.こうして,人間生活 と調和 した自然の維持が次第に問

題になっていったのである.

市街地の拡散は生態系に悪影響を及ぼしたのみならず,社会的問題をも生みだした.中 ･

高所得者層が郊外へ転出 していったのに対 して,インナーシティには低所得者層が滞留 し,

失業による貧困や社会的排除が深刻な問題となったのである.また,1970年代までの ドイツ

における都市更新は,インナーシティの面的クリアランスが中心であったため,既存のコミ

ュニティの崩壊 とアフォーダブルな住宅の不足をもたらした.このように,従来の都市開発

は ｢持続可能｣には程遠いものであったことから,80年代初頭以降,次第に都市更新 ･都市

改造のあり方が見直されることになった.

コンパクトシティ (compactcity)とは,持続可能 (sustainable)な都市の空間形態 として

提起されたEU諸国で推進されているポス ト成長主義型都市政策のモデルであり,都市空間の

概念である (海道,2002,24ページ).これは,用途混合,建築密度の増加,公共交通機関の

整備等を通 じて,従来の ｢分散｣型の住宅開発による都市拡張を抑制 し,環境に対する負荷

の小 さい環境共生型都市 を建設する都市計画 ･社会政策上の施策である (Hau応ermannu.

Siebel,1996,S.303-305).開発に際 しては,環境に対する負荷の大 きいグリーンフィール ド

(新規開発用地)ではなく,ブラウンフィール ド (既成市街地内の用地)の開発を優先すると

ころに特徴がある.

ドイ ツ で も , EUの 共 通 都 市 政 策 を受 け て 連 邦 建 設 省 が 独 自●の レ ポ ー ト

‖SiedlungsentwicklungundSiedlungspolitik一一を作成 し,持続可能な都市戟略に取 り組んでいる.

このレポー トでは,サステイナブルな都市政策におけるテーマとして,①資源を大切にする,

環境共生的な集落 ･都市開発の促進,②社会に調和 した集落 ･都市開発の保証,③適切な住

宅供給,④将来にわたって利用可能な都市インフラの整備 ･確保,⑤魅力的で,将来性のあ

る経済活動に適 した都市建設があげられている (BudesministeriumfurRaumordnung,

BauwesenundStadtebau,1996,S.3-8).

｢持続的な都市発展｣にとって重要な理念は ｢内発的開発｣(Innenentwicklung)である.

内発的開発はス トック指向,資源節約型の都市開発戦略であ り,ス トックの維持 1) と設備改

善 (Modernisierung)により既成市街地の魅力を向上させれば,住民がその地区に引き続 き

居住することが可能となる.こうしたス トックの改善に重点を置いた ｢穏やかな都市更新｣

1)この中には,地域を代表する歴史的建造物や産業化遺産の保全 (Denkmalpnege)も含まれる.

こうした事業により,地域アイデンティティの向上も期待できる.
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(behutsameStadterneuerung)は,空間的拡大なき構造転換 として,環境共生型都市建設にも

貢献をなしうる.なぜならば,Innenbereich (建築が許される地区)の徹底的利用により市街

地の外延化を防止 し,旦uBenbereich (原則的に建築行為が許さ,れない地区)でのオ二 プンス

ペースを確保することができ.るからであるr(Budesministerium furRaumordnung,Bauwesen

undStadtebau,1996,S･63-64)･すなわち,利用の高 密化 (密度増)や低 ･未利用地の活用を通

じて,生活関連施設やアフォーダブルな住宅を供給することによって,用地の集約的 ･効率
ノー

的利用が図られると同時に,用途混合のチャンスが提供されることとなる.

本稿でとりあげるIBAェムシ予,-パ'-ク (InternationaleBauausstell血g耳血scherPark;エ

ムシヤーパーク国際建設博覧会)は,か?てヨーロッパ最大の工業地域であったルール地域

の北部にあたるエムシヤー川流域 (第 1図参照) 2)において推進 されている産業構造の転換

(環境共生型産業の新規誘致),地域資源の活用,雇用創出,アイデンテ ィティとアメニティ

の向上を目指 した統合型地域開発計画である3).そこには,自然環境 との共生,公民パー トナ

ーシップなど,魂在世界的に注 目されている多 くの開発パラダイムが盛 り込まれている4).そ

れゆえに,既に建築 ･土木 ･都市計画 ･生態学 ･地方財政など,様々な分野か ら注目を集め,

数多 くの文献において紹介がなされている5).その多 くは,IBAのユニークな運営形態 と,環

境共生型地域開発の具体例 としての緑地整備 (エムシヤー ･ラン ドシャフ ト･パーク)や河

川改修などの取 り組みの紹介に重点が置かれている. しか しなが ら,先進工業国における持

続型地域開発のもう一つの重要な側面である都市居住については十分に言及されているとは

いえない.そこで本稿では,多岐にわたるIBAエムシヤーパークのプログラムの中から居住系

2)ルール地域は,その自然環境,産業 ･集落の発展過程にしたがって,5つの地帯に区分される.

エムシヤー川流域は,一般にエムシヤー地域 (地帯)と称される.地帯区分の詳細については,

大場 (1985,3-4ページ)を参照のこと.

3)IBA (InternationaleBauausstellung)は,社会改革理念をその時代の建築形態で提示するとい

う理念から,国際コンペで募集 した建物を建設 ･展示 し,これを従来の町並みに組み込んで都市

のス トックにしようとするコンセプ トにのっとって,1901年の第 1回 (Darmstadt市)以降, ド

イツ各地で開催されている.たとえば,ベルリン (IBABerlin1987)では,ポス トモダン建築に

よる都市の ｢批判的な建設｣(NeubauIBA)とともに,｢穏やかな都市更新｣,マージナルな集団

の社会的統合の試み (AltbauIBA)がテーマとされ,注目を集めた.IBAエムシヤーパークは,こ

のIBAベルリンの理念を継承 したものではあるが,より都市計画,社会政策上の問題を重視 し,

エコロジーを中心テーマに据えた点に特徴がある (ⅠBAEmscherParkGmbH,1996a,S.37).

4)IBAエムシヤーパークは,1996年の連邦建設省報告書では, ドイツのサステイナブルな都市政

策における5つ主要のテーマのうち,｢資源を大切にする,環境共生的な集落 ･都市開発の促進｣
に該当する,｢桐密地域のエコロジー的,経済的,社会的改造計画｣として取 り上げられている

(BudesministeriumAirRaumordnung,BauwesenundSt畠dtebau,1996,S.49).しかしながら,本稿

で詳 しく見るように,事業の総合性に照らせば,いずれのテーマとも関わりを持っているといえ

よう.

5)IBAエムシヤーパークの事業は,日本でも飯田 (1995),春日井 (1999)などにより紹介がなさ

れている.
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第 1図 IBAエムシヤーパーク計画地域における都市の分布

注)人口規模は1999年現在,都市名の略記については下記の通り.

Du:Duisburg,Ob:Oberhausen,Mu:MiiIheim,Bot:Bottrop,Gla:Gladbeck,
E:Essen,Gel:Gelsenkirchen,Het:Herten,Rec:Recklinghausen,He:Heme,
Bo:Bochum,C-R:Castrop-Rauxel,Wa:Waltrop,Do:Dortmund,Lu:L也nen,
Be:Bergkamen,Ka:Kamen

のプロジェク トを取 り上げ,コンパクトシティ政筆が都市再生に及ぼすインパク トを検証す

る.

ルール地域では,市街地形成プロセスにおいて鉱工業企業の果たした役割がきわめて大 き

かったことから,既成市街地内,それも都心近 くの開発ポテンシャルの高い地区に大量の未

利用地 ･低利用地が残 されている.この点から,コンパク トシティ政策の可能性 を評価する

上で,当該地域は適切な対象地域 といえよう.

以下では,ルール地域の工業化と衰退の過程について概観する (第Ⅱ章) とともに,IBAエ

ムシヤーパークの理念 ･目的について言及 した上で,事業の特色を整理 し (第Ⅲ章),居住系

のプロジェクトについて検討 していくこととする (第Ⅳ章).

Ⅰ.エムシヤー地域の概要

ルール地域は,元来都市的な集落が少ない農業地域であったが,19世紀初頭に歴青炭の採

掘が開始されるとともに,本格的な工業化が始まった.英国からの技術移転による技術革新,

域外資本の流入,鉄道 ･運河網の建設は,採炭および製鉄業を基盤 とする鉱工業コンプレッ

クスの形成と内外販路の拡大をもたらした.

この地域の都市化は,主たる資源である石炭の採掘および関連工業の立地と,それにとも



コンパクトシティ政策と都市再生 33

なう労働者の流入という形で,大規模かつ無秩序 ･無計画に行われた点に特徴がある.そこ

では,土地所有者,土地投機家 (Bodenspekulant)による土地の私経済的利用が市街地形成

の方向を決定づけ,彼 らが近代的大都市の組織者 となっていった.ルール地域においては,

鉱工業企業が広大 な土地 を保有 してお り,1910年時点のデー タによれば,Bottropや

Gelsenkirchenなど,エムシヤー地域の都市では市域面積の30%を超えるケースもあった. し

かも,注目すべきことには,そうした工業の所有地の中には,かなりの割合で住宅および将

来工場拡張用地等に充当されるであろうと考えられる未利用地が含まれている.その比率は,

都市によっては,鉱工業企業の所有地の6割をこえる場合 もあった (大場,1992,10-12ペー

ジ).

19世紀前半においてルール河谷を中心に行われていた石炭採掘は,1900年にはエム･シヤー

川を越え,Recklinghausen付近にまで進出した.ルール地域では炭層が南から北へと傾斜 して

いたために,採炭の北進 とともに,その採掘には大規模なたて坑施設 (Schachtanlage)が必

要となり,吸収 ･合併による各炭鉱会社の大企業への発展を促 した.この間,各都市の経済

成長により住民の就業機会は増大かつ多様化 したため,採炭業にとっては労働力の不足が深

刻な問題となった.各炭鉱会社が,労働力確保のために ｢労働者向け住宅地｣(Kolonie)を各

地で建設 し,プロイセン東部諸州 (現在のポーランドおよびロシアの一部)において労働者

の募集を積極的に行った背景には,こうした事情があった.Kolonieは,通常は炭鉱たて坑施

設のすぐそばに建設されたため,多 くの地区 (Gemeinde)では大炭鉱の成長 とともに住民は

急増 した.特にGelsenkirchen,Herne,Wanne-Eickel(現Heme市の一部)といったエムシヤ

ー地域の諸都市では相次いで炭鉱が開設され,それに付随する住宅地建設を含めて用地の徹

底的な利用が図 られたため,1895-1905年の10年間に人口は約 4倍 に増加 した.今 日

I-Emscher都市型日といわれる,大工業施設と,それに付設されたKolonieとによる風景はこの

地域の市街地景観の典型 ともなった.こうして, ドイツ国内で最 も人口密度の高い,多核

(ポリセントリック)型都市圏が形成されていったのである.

ルール地域は,第二次大戦後の復興過程においても大きな役割を果たしたが,1960年代以

降,次第に活力を失ってい くことになる.衰退の理由としては,外部要因と地域に内在する

要因があげられる.最大の外部要因とはエネルギー革命であ り,石油への移行が急激に進む

とともに, ドル安による輸入炭の価格低下もあいまって,生産コス トの高い ドイツ国内の炭

鉱は相次いで閉山されていった6). 1957年当時,ルール地域内で操業 していた140の炭鉱は,

1996年には15鉱にまで減少 している.既に国際競争力を失ったルール採炭業は,現在におい

ても補助金の引き上げなどを通 じて政策的に維持されてはいるものの,それは同時に伝統的

工業地域における産業構造上の偏 りを固定化 し,構造転換を困難にする一因ともなっている.

6) 1トンあたりの価格は,輸入炭90DMに対して,ルール炭は400DMであった.
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採炭業 とともに地域の基幹産業であった製鉄業 も,世界的な需要減少と過剰生産によって技

術革新 ･人員削減による生産性向上の追求を余儀なくされた.その結果,1978年に206,000人

を数えた製鉄業従業者は1987年には146,000人に減少 した.こうして,かつて地域内全就業者

の70% (1957年)を占めた採炭 ･製造業部門の就業者比率は,その後37% (1987年),35%

(1994年)へと低下 していった.

一方,ルール地域は依然として ドイツ最大の人口桐審地域 (人口約500万人)であ り,豊富

で質の高い労働力と購買ポテンシャルが存在 し,鉄道 ･アウ トバーンが地域内を縦横に走っ

ているため,内外 との交通アクセスもきわめて良好7)である.さらに,6つの総合大学をは

じめ,多 くの高等教育機関が集積 し,活発な文化活動が展開されているうえ,他の大都市圏

に比べて地価が安いなど,新たな産業の立地に際 して,多 くの恵 まれた条件 を有 している

(Ganser,2001,S.18-19).しかしながら,地域に内在する以下のような要因が,イノベーショ

ンを妨げ,産業構造の転換を遅らせている.

第一に,既成市街地内の商工業用地のうち,かなりの部分が依然 として大企業によって所

有され,長期間にわたり売買されることがなかったため,土地市場が硬直化 している. しか

も,こうした用地 (炭鉱 ･工場跡地)の利用転換は容易ではない.なぜならば,地盤沈下,

土壌汚染などの鉱害により,土壌改良には多額の費用が必要とされるためである.また,工

業化時代に職住近接の必要から形成された労働者住宅地区周辺では,居住 ･就業の場が混在

してお り,住環境や余暇活動の可能性など ｢生活の質｣が見劣 りしている.とりわけ問題で

あるのは,過去150年にわたる環境汚染の進行と大企業 ･行政 ･労働組合間の密接な ｢内的連

関｣を原因とする閉鎖性である8). これらの要因は,地域イメージの悪さや政策的に高 く維持

された賃金水準 とあいまって,新規産業の立地,専門労働者の居住にとってはネガティヴな

影響を及ぼしている.以上は,いずれもjutlasten (歴史的発展過程にともなうマイナス要因)

であり,かつての開発プロセス,すなわち,前述 したような鉱工業企業による用地の先行取

得にともなう弊害によるところが大きい.その結果,ルール地域の失業率は旧西 ドイツ地域

ではきわめて高 く9),それは地元購買力の低下,さらには地域活力の低下へ とつながっていっ

た.

7)ルール地域から3時間以内で,合計3,000万人の居住するエリアに到達することができる.

8)第一次大戦前のKmpp社と地元Essen市行政,労働者層との密接な ｢内的連関｣関係を扱った文

献として,Bajohr(1988)があげられる.

9)1999年時点で約15%であったルール地域の失業率は,2002年4月現在,ll.3%に低下している.

この数値は,旧西 ドイツ地域平均7.8%はもとより,全国平均9.7%をも上回っている (m 資料

による).
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1.事業の特徴

1960年代末から80年代半ばまでのルール地域 を対象 とした構造政策は,些元N■ordrhein-

westfalen州政府により主導 された近代化プログラムであった10).こうした事業においては,

ドイツのエネルギー供給中心地 としてのルール地域の役割を維持 し,鉱工業 コンプレックス

の機能を一層強化することに重点が置かれた.その日的達成のために,今後 とも自然資源の

浪費を顧みず,量的な成長を追求することについては,広 く社会的なコンセンサスがみられ

た.

1980年代後半,地元の二大鉱工業コンツェルンであったThyssen,Krupp両社の生産大幅削

減計画の発表 (1987年)とともに,｢もはやルール炭は将来のエネルギーの担い手 とはならず｣,

｢鉄鋼業のリス トラクチャリングは,その国際競争力を強化 した一方で,失業者の増大などに

より地域の社会的安定を危機に陥れた｣ との認識が州政府にも生 まれた.そ して,従来のモ

ノス トラクチャー型産業構造を転換するために,新たな方法が模索 されることとなったので

ある.また,鉱工業企業の側 も,地域内に所有する大量の不動産を有効利用 し,利潤を得た

いとの意向を持っていた (Wissen,2001,S.3-8).こうした地域に関わる主体間の思惑が一致 し

たことが,IBAの開催につながっていったといえる.

第 1表は,IBAエムシヤーパーク事業の歩みを示 したものである.1988年に開催が決定され

た同事業は,1989-99年の10年間を事業期間として,東西70km,南北15kmにわたる面積約

800km 2の広大な地域を対象に実施 された.計画地域には約250万人が住む17市が含まれてお り,

100年余に及ぶIBAの歴史においても,過去に例を見ない大規模 プロジェク トである.1989年

(事業開始年)にはプロジェク トの公募が行われ,自治体,企業,市民グループなどから合計

400以上の提案が寄せ られた.事業期間の前半 (1990-94年)は,コンペにより選ばれた123

プロジェク トの計画作業に重点が置かれ,後半 (1995-99年)は,個々のプロジェク トの実

現に力が注がれた.

IBAエムシヤーパークは,以下の点で従来の地域計画とは大 きく異なっている.第一に,従

来のように,発展プログラムの形で地域の全体計画 (ゴールの見取 り図)を示すことを意図

的に避けている.経済開発一辺倒ではなく,地域のネガティヴなイメージを修正 し,高付加

価値の生産 ･サービス部門の立地拠点,ツーリズムの目的地 として明確な地域像を打ち出す

ことを重視 している点で,純然たる経済開発 というよりも,イメージ戦略 としての側面が強

い (Wissen,2001,S.10-ll).

第二に,この事業が総数123の個別プロジェク トから成る ｢統合型地域開発｣である点があ

10)EntwicklungsprogrammRuhr(1968年),AktionsprogrammRuhr(1979年)がその例である.
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1987年 9月

1988年 5月

11月
12月

1989年 5月

1990-94年

1994/95年
1995-99年
1996年

1998/99年
1999年貢
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第 1表 IBAエムシヤーパーク事業の歩み

都市建設相 (当時)C.Z6pelおよびIBABerlin専門家グル-プがエムシャー地域を訪問

州首相がIBAエムシャーパーク開催を表明 (記者会見)

IBAエムシャーパークプログラムの閣議決定, ｢州政府覚え書Ⅰ｣公示

IBA運営のための州出資企業としてIBAEmscherPark社設立 (本社 :Gelsenkirchen市)

IBAエムシャーパークが州構造プログラムとして設立される

地域内の自治体,企業,その他団体に対して公式にプロジェクト募集を呼びかけ

(400以上の提案が寄せられる)

60以上のコンペを通じて選ばれたプロジェクトの計画作業に重点

事業計画とこの間に実現された事業の中間プレゼンテーション

個々のプロジェクトの実現に重点

第二期事業 (～1999年)発表 (｢州政府覚え書I｣)

ベネチア建築ビエンナーレにてIBAエムシャーパークを紹介

IBA終結後の組織上,テーマ上の調整に関する各種会議開催

終結プレゼンテーション (IBAFinale199)開催

出所)IBAEmscherParkGmbH,1999.

げ られる.個々のプロジェク トは大規模 なものではないが,いずれ も自然環境 との共生,内

発的発展 などに関連する特定のテーマにのっとって構想 された ものである.また,それぞれ

がモデルプロジェク トとしての性格 を有 してお り,特定市区の環境改善な どの直接的効果 も

さることなが ら,周辺-の宣伝 ･波及効果 をともなうものである.

第三 に,事業の実施 にあたっては,従来の強固な ｢内的連関｣ に基づいて州政府がヘゲモ

ニーを握 るのではな く,運営主体 として新たに設立 されたIBAエムシヤーパーク社11)に全面的

に委ね られている.同社 は,プロジェク トの採否 を決定す るとともに,各種の助成資金 に関

する情報 を提供 した り,プロジェク トの内容 を地域内外 に発信するなど, コーデ ィネーター

の役割 に徹 している. これは,ルール地域では地域 としての一体性 を有 しなが ら,組織 (行

政体) としては各都市間に相互対抗意識が伝統的に存在 している点 に配慮 した もの と考 えら

れる.

IBAエムシヤーパークに対する総投資額は約500億DMであ り,うち2/3を州,EU,地元 自治

体 による公的資金が占めている. これ らの資金は,36に及ぶ国家助成プログラム,ならびに

州,EU構造基金12)による助成で構成 され,その内容は,都市更新,経済振興,住宅建設など

｢古典的｣なものか ら,･職業訓練 (資質向上)プログラム,エ コロジープログラム ･エムシャ

ll)正式名称はInternationaleBauausstellungEmscherParkGmbHという,1989年に設立された

NordrheinJWesぬIen州の100%出資会社.資本金50万DM,社員数は35名であるが,その約半数は

広報スタッフである (春 日井,1999,164ページ).なお,同社は1999年の事業期間終了の後,解散

した.

12)都市部においては,URBANプログラム (1994年～)による助成が代表的なものである.EU構

造基金に基づ く助成事案の詳細については,樽谷ほか (2001)を参照のこと.
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--リッペ13),炭鉱振興プログラムなど多岐に渡っている (ⅠBAEmscherParkGmbH,1999,

S.6-7).プロジェク･トの担い手 には,公的機関のみならず,民間企業,NPO,住民団体

(BGrgerinitiativ)などが含まれてお り,各プロジェクトの内容に応 じて,適切な補助金が配分

された.また,民間部門は事業の担い手であると同時に出資者を兼ねることも多いので,官

民パー トナーシップ型の公共事業 としての性格も有 している.

2.都市開発における主要テーマ

IBAエムシヤーパークの課題は,州政府覚え書 Ⅰ (1988年11月)に,｢計画対象地域 (17市,

人口250万人)に,エコロジー的,経済的,社会的,文化的再生 (Umbau)に対する概念的 ･

実践的な推進力を与える｣ことと明記されている.IBA戟略の原則は ｢持続的発展｣ という今

日のグローバルな要求を具体化 したものであ り,(1)これ以上土地を消費するのではなく,

土地利用のリサイクルへ と移行 し,(2)修復 ･近代化 (設備改善),利用転換 により建造物,

生産施設の使用期間を延長するとともに14),(3)地域の生産構造を,エコロジカルで協調性の

ある生産工程へと転換することにある.

プロジェク トの中心テーマは都市開発 とエコロジーであるが,特にエコロジーを ｢更なる

経済発展の基盤｣ と位置づけている.環境汚染 というイメージが最 も顕著な地域が,それを

逆手にとって,それまでのエコロジー面における欠陥を取 り除 くことに重点を置いた地域更

新を推進 しているところが注目される (IBAEmscherParkGmbH,1999,S.7).

IBAエムシヤーパーク社の ｢指導委員会｣は,コンペを実施 し,過去10年間で123のプロジ

ェク トを採択 した.各プロジェク トは,事業期間 ･地区 ･担い手 と出資者の構成においてき

わめて多様であるが,これはエムシヤー地域の構造転換には様々な課題が山積 していること

を反映 している.123のプロジェク トは,次のような5つのカテゴリーに大別される.

(1)エムシヤー ･ランドシャフ ト･パーク (EmscherLandschaftpark)による景観の再生

(Wiederaufbau)

都市間に存在する広大な遊休地を利用 し,都市近郊に合計300km2にわたる大規模なレク

リエーション ･保護地域 (｢7つの緑の回廊｣)を建設する.

(2)エムシヤー水系 (Emscher-System)のエコロジー的改修 (Umbau)

エムシヤー地域の総延長350kmに及ぶ地上下水路を段階的に改善 し,環境保全に優れた下

水道システムを建設する.

13)リッペ (uppe)川はルール地域北部を流れる河川であり,上水道用水が取水されている (第 1

図参照).

14)これは,地域特有の建築文化の軌跡を保存し,それをアイデンティティの拠 り所とする施策で

ある.なお,新規建設は,エコロジー型建設原理に基づく場合のみに認められる.エコロジー型

建設原理の詳細については,第Ⅳ章を参照のこと.
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(3)産業文化とツーリズムの振興

産業史上の歴史的建造物を維持 ･保存することにより,地域の歴史を後世に伝える.ま

た,既存の建物を再利用 し,地域の構造改革に寄与する.あわせて,産業化遺産を文化の

担い手として新たに位置づける.

(4)新規産業の立地 :ワーク ･イン ･ザ ･パーク (血･beitenimPark)

エムシヤー地区の工場跡地に ｢公園の中のオフィス｣をコンセプ トとした高水準の事業

拠点 (インキュベーション ･センターを含む)を築 く.

(5)住宅建設と統合型市区開発 :新規建設とス トック更新

｢新 しい居住 と暮 らし｣の基本テーマに基づ き,従来の炭鉱 ･鉄鋼業関係の専用住宅地

(社宅)を改善 し,環境に配慮 した住みやすい新たな住宅地域を創出し,市区開発のための

都市計画的 ･社会的推進力とする.

なお,IBAプロジェク トは疲弊 ･衰退 した旧工業地域の再生計画ではあるが,決 して突如出

現 したものではなく,既に先行的に実施 されていたプロジェク トも含まれている.ルール地

域は, ドイツはもとよりヨーロッパでも他に例を見ない多核型大都市圏として発展 したが,

1920年代 にベ ル リン首都 圏 とな らんで,広域 自治体連合SVR(Siedlungsverband

Ruhrkohlenbezirk;ルール炭鉱地域集落組合,1920年設立)が設立 されたところでもある15).

SVRは,ルール地域の自治体が共同で設立 した地域開発計画の立案のための組合であ り,本格

的な ドイツ独自の, しか も市町村 自治に基づ く地域計画の原点と評価されるものである (祖

田,1984,23-26ページ).なかでも,主要都市間を南北に走る緑地の計画は著名である.これ

らは,今 日でも工業景観の中の貴重なオープンスペースとして開発が制限され,近隣レクリ

エーションの場 として活用されている.それゆえ,上記の ｢エムシヤー ･ランドシャフ ト･

パーク｣プロジェクトは,かつてのス トックを生か しつつ,新たに東西間に ｢緑の回廊｣を

付加するものといえよう.

Ⅳ.都市居住プログラムの展開

1.ドイツにおける環境共生型都市開発の動向

コンパクトシティ実現のための具体的施策は,交通 ･商業 ･居住系に大別される.交通に

ついては,公共交通機関を整備 し,自家用車利用を抑制することによりガソリン消費量を少

なくして,C02などの地球環境悪化の要因を防ぐのが目的である･商業に関しては,今 日日本

15)SVRは1979年にKVR(KommunalverbandRuhrgebiet;ルール地域自治体組合)-と改組され,

その権限は大幅に縮小された.なお,ベルリンでは,｢大ベルリン広域目的組合｣(Zweckverband
GroL3-Berlin)が1910年に設立された.これは,ドイツにおける近代的な地域計画成立への足掛か

りであり,1920年の大ベルリン市の成立につながった (祖田,1984,24ページ).
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で も問題 となっているタウンセ ンター (中心市街地)の活性化策が鍵 を握 っている (海道,

2001).本章では,IBAエムシヤーパークの事業内容の中から居住系の代表的なプロジェク ト

を取 り上げ,コンパ ク トシテ ィの理念に照 らして,その特色 と市街地形成に対する効果につ

いて検討を加えてい く.

ドイツ各州で実施 されている建設助成プログラムにおいて,近年では ｢負担可能なコス ト

で高い居住の質｣の実現 を図ることも,社会住宅建設助成の目標 として認知 されつつある.

Nordrhein-Westfalen州では1997年 より ｢未来指向の住宅建設計画 (Wohnungeninzukun-

ftsweisendenBauvorhaben)｣と呼ばれる助成プログラムをスター トし,同年 には計1,700戸

(新規建設1,500戸,ス トックの増改築200戸)に対 して社会住宅助成 (第-助成および第二助

成) を行っている (第 2表参照).省エネルギー住宅 もこのプログラムの対象 となってお り,

ソーラー ･エネルギーや リサイクル可能な建築資材 (地元産の木材,粘土,その他)を利用

する住宅建設 申請 に対 して,その内容 に基づ き個別に助成 を行 っている (Ministerium fiir

BauenundWohnendeshndesNordrhein-Westfalen,1997a,S.34-35).また,公共交通 (特に

鉄道 ･軌道)沿線での住宅開発 プロジェク トや敷地を節約する住宅建設 (fはchensparende

Bauweise)も,環境共生型住宅助成の対象 となっている16).

第 2表 Nordrhein-Westfalen州の住宅建設助成プログラム(1997年)

助成戸数(戸) 助成額(100万DM)

1. 州住宅建設資金による一般助成 20,830 2,271

1.1 低所得層向け助成 18,030 2,108

うち賃貸住宅 (第-助成) 7,845 977

同 (不適正人居負担金) 1,535 190

同 (多子世帯向け) 450 84

持家 8,200 857

1.2 中間所得層向け助成 2,800 163

うち賃貸住宅 (第二助成) 2,350 161
持家 450 2

2. エコロジー .社会改革プログラム 3,200 334

うち未来志向の住宅建設プログラム 1,500 161

新住宅地開発プログラム 1,700 173

3. ストック助成 (増改築等) 2,250 183

4. その他 1,150 128

合 計 27,430 2,916

出所)Ministerium furBauenundWohnendesIAndesNordrhein-Westfalen,

1997e,S.164を簡略化

16)なお,Nordrhein-Wesぬlen州では1998年以降,持家形成助成は原則として敷地面積400m2未満

の住宅に限るとの方針を打ち出している.
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2.1BA居住プロジェク トの特徴

ルール地域では,1980年代未 まで住宅の新規建設にはあまり重点が置かれていなかった.

なぜならば,鉱工業の衰退,人口減少とそれにともなう空家の増加のため,住宅事情が他の

大都市圏ほど逼迫 していなかったからである.しかし,その間に急速に進んだ経済構造の転

換は,基幹産業における職場の減少と,低収入で不安定な職場 (各種の対個人サービス業)

の出現につながった (BudesministeriumfurRaumordnung,BauwesenundStadtebau,1996,S.31

8).また,既成市街地の一部で進められた住宅ス トックの設備改善 (Modernisierung)が,

特定市区の荒廃や社会的セグリゲーションをもたらした一方で,地域縁辺部では,都市でも

農村でもない低密な郊外住宅地 (Zwischenstadt)が徐々に拡大 していった (Sieverts,1997).

IBAエムシヤーパークでは,居住関連プロジェク トは ｢住宅建設 と統合型市区開発｣という

テーマの下で,仝プロジェクト数の約1/4を占めている.計画地域全体で,3,000戸が新規に建

設され,3,000戸のス トックを対象として設備改善が実施された.新規建設住宅は,既成市街

地内の未利用地に対 して充填 (インフィル)型開発を実施 し,市区開発に新たな推進力を与

えるのが目的である. したがって,それは既成市街地内における住宅地建設のリバイバルで

あるとともに,ソーシャル ･ミックス (socialmix)を意図 した住宅供給でなければならない.

それゆえ,新規建設戸数の75%を社会賃貸住宅が占めていることからも明らかなように,比

較的所得の低い階層に対するアフオーダビリティの確保が図られている.一方,ス トック更

新の対象 となるのは,エムシヤー地域における集落の伝統であると同時に,世紀転換期-

1920年代の社会住宅建設の成果でもある田園都市型労働者住宅地である.こうした住宅地が

重視されたのは,将来の市区 (近隣)にとってのモデルとなるような建築 ･都市計画上の質

の高さを保っているからである.実施されるプロジェク トは,いずれも比較的小規模の住宅

地を対象としているが,土地利用や建築物の形態 ･構造において様々な環境共生型住宅理念

を具体化 したモデル住宅地であ り,開発地区を既成市街地に組み込むことを目的とした統合

型市区開発における中心的役割を担うものである (IBAEmscherParkGmbH,1996a,S.26-30).

IBAの居住プロジェク トには,次の4つの主要な領域がある17).

第一に,田園都市型労働者住宅地を,文化財保護ならびに社会 との調和 という観点から更

新することである.ここでは,特に価値の高い労働者住宅地をルール地域の文化遺産として

保全することに意義がある.

第二に,100-250戸程度の規模を有する閉鎖型団地を,旧炭鉱 ･工場跡地の再生プロジェ

17)これ以外にも,EU構造基金助成 (URBAN)による統合近隣開発支援プログラム ｢特に開発の

必要性を有する市区｣(StadtteilemitbesonderemEntwicklungsbedarf)がIBAプロジェクトとして

採択されている.ただし,これはEUの補完性原則に基づく制約により,住宅そのものの新規建

設 ･ス トック更新には直接資金を適用できず,市区の経済開発や住民に村する雇用創出に重点が

置かれているため,本稿では考察の対象としない.なお,同プログラムの詳細については,檎谷

ほか (2001)を参照のこと.
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クトの一環として新規建設することである.これは,既成市街地におけるインフィル (充填)

型再開発の好例であると同時に,近隣商業施設などの関連施設を配置することによって利用

混合理念に基づ く集落コンセプ トを実現 し,既存の市区と景観的にも結合するのが目的であ

る.

第三に,市区開発の構成要素 として30-60戸程度の規模で ｢モデル住宅地｣ を建設するこ

とである.こうしたプロジェク トは,都市居住 というテーマにアクセン トを付けるだけでな

く,参加と協働などの実験的な試みの場でもある.

第四は,一連の自助建設支援プロジェクトーIEinfachundselberBauenIで ある.ここでは,社

会住宅供給 と集団相互扶助の試みが結合 され,自力では持家取得が不可能な世帯に対する支

援が行われた.

以下では,各プロジェク トの実例 を紹介 しなが ら,施策の背景,コンパク トシティ形成に

対する効果を検討 していく.

(1)田園都市型労働者住宅地の保全 と更新 (SiedlungTeutoburgia,Heme市)

ルール地域では,かつて世紀転換期頃に田園都市運動の影響 を受けて建設 された労働者住

宅地 (Kolonie)が各所に残っている.それらは,産業化遺産 (文化財)として保全するにふ

さわ しい建築上の価値を備えている.同時に,住環境についても,各戸が菜園 ･家畜小屋 を

持ち,現在ではオープンスペースや緑の多い住宅地として高い居住 ･生活の質を有 している.

それゆえ,かつての鉱工業企業による用地の先行取得の結果,はからず も都心周辺に位置す

ることになったこれらの住宅地を保全することは,既成市街地内で新たな住宅建設のモデル

を提供することになる (ⅠBAEmscherParkGmbH,1996a,S.2830).

同プロジェク ト実施地区の一つであるSiedlungTeutoburgia(Herne市)は,Teutoburgia鉱

(1909年採炭開始)に隣接する炭鉱従業員 (職員 ･労働者)向け社宅 (合計136棟,475戸)と

して,1909-23年に地元の採炭 ･製鉄企業であるBochumerVereinにより建設された.1925年

にTeutoburgia鉱が廃鉱となって以降も,従業員は近隣の炭鉱において引き続 き就業 したため,

社宅 としての性格は維持 された.1983年には公益住宅企業であるVEBAWohnenの所有となっ

たが,建設当時の田園都市型労働者住宅地としての形態はほぼ完全に保たれていた (第2図).

住棟のデザイン (形態)は21タイプとバラエティに富んでいるため,統一的な印象の中にも

個々の建物には個性が見られる. また,各住戸の広い前庭には垣根がないので,コミュニケ

ーション ･スペースともなっている.今 日では21.6haの敷地に583戸,約1,400人が居住する住

宅地である18).

既に,VEBAWohnenと住民 との間の住棟保全に関する協議を経て,1988年より住宅改修が

18)住民構成は,0-17歳が14.0%,18-25歳が14.4%,26-59歳が44.0%,60歳以上が27.6%であ

り,高齢化が進んでいる.
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始まっていたが,1989年にIBAプロジェクト(公的予算 :約30Mio.DM)に採用されたことで,

事業は単なる住宅の近代化から住環境の改善へ と拡大 していった.このプロジェク トの目的

は,産業化遺産として価値の高いこの住宅地の質19)を今後 とも保全することにあった.事業

実施にあたっては,建物の外観の細部にわたる忠実な復元,建築資材選択に際 しての環境へ

の配慮,バ ックヤー ドの庭 としての利用確保,公共スペースの創出に重点が置かれている

(第3図).さらに,旧Teutoburgia鉱跡地は ｢文化の森｣(Kunstwald)として整備され,旧機

械ホール (Maschinehalle)は展示施設に転用された.住宅地とともに,こうした施設 も地区

のアイデンティティのよりどころとなっている.また,同住宅地縁辺部ではあわせて社会賃

貸住宅の新規建設 (19戸)も行われた.これは,近隣の労働者住宅地の除却にともなう代替

住宅であるが,周辺の未利用地 を活用 した充填型の開発 に相 当す る.同様 の事業 は,

SchUngelberg住宅地 (Gelsenkirchen市)などでも実施されている (IBAEmscherParkGmbH,

1999,S.290-291).

第 2図 設備改善前のTeutoburgia住宅地 第 3図 設備改善後のTeutoburgia住宅地

(1995年3月筆者撮影) (1995年 3月筆者撮影)

(2)旧炭鉱 ･工場跡地の再生プロジェクト (新市区ProsperⅢ,Bottrop市)

1960年代より本格化 したモータリゼーションの進行は,道路沿いでの集落発展を助長 し,

分散型の市街地形成をもたらした.公共交通 (特に鉄道 ･軌道)沿いでの住宅開発のねらい

は,通勤流を環境負荷の少ない交通手段に集中させると同時に,集落の分散を抑制すること

にある.事業の実施にあたっては,用地をどこで取得できるかがポイントとなる.この点に

関しては,インフラ施設が既に十分に整備された既成市街地内の空閑地 (Baulocke),たとえ

ば旧鉄道施設や沿線の工場跡地などのブラウンフィール ドを活用 した充填型開発が注目され

ている (MinisteriumfLirBauenundWohnendesbndesNordrhein-Westfalen,1997C).

｢新市区 (NeuerStadtteil)ProsperⅢ｣は,Bottrop市都心よりわずか1.4kmに位置する,

19)その住宅地としての価値は,Krupp社によって建設された著名なMargarethenh6he住宅地

(Essen市)に匹敵するものとして評価されている.
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ProsperⅢ鉱 (1986年廃鉱)跡地 (26ha)の再開発プロジェクトである.これは,桐密市街地

内に残された広大かつ貴重な未利用地を,都市開発の数少ないチャンスとして活用 したプロ

ジェクトである.事業の目的は,単に住宅 ･商工業用地を提供するだけではなく,市区全体

を対象とした社会的インフラの拡充によって,この再開発用地を既存の都市構造-統合 し,

将来のさらなる都市開発に対する推進力を与えることにある.総投資額は約300Mio.DM20)で

あり,地元Bottrop市 とMontan-undGrundstuckgesellshaft(鉱業土地会社)による共同プロジ

ェクトである.ただし,再開発用地が炭鉱跡地であるため,事業に際 しては,あらかじめ汚

染された土壌を除去する必要があった.この土壌 リサイクルの取 り組み自体 も, ドイツ国内

では先駆的事例である.

開発総面積26haの内訳は,公園用地llha,住宅用地 9ha,商工業 ･サービス業用地 6haと

なっている.地区の中央には広大な公園 (ProsperPark)が設置され,桐密市街地に貴重なリ

クリエーションの場を提供 している.また,商工業 ･サービス業用地における中核施設はイ

ンキュベーション ･センターであ り,10-15企業を対象として作業場 ･倉庫 ･オフィススペ

ースを提供 している.

住宅用地では,133戸の分譲住宅と246戸の賃貸住宅が供給された (計画総人口1,000人以上).

このうち分譲住宅一一GartensiedlungBeckheide"は,庭付 きの 2階建の連棟 もしくは2戸-建

(平均床面積98m2) で,道路面積を最小限に抑え,緑地やオープンスペースを広 く確保 してい

る.また,従来 ドイツの住宅に不可欠であった地下室 (Keller)の代わりに,敷地内に物置を

設置することで建設コス トを低減させている (第4回).一方,賃貸住宅†-RheinstahlstraL3eHは

3-4階建の集合住宅であ り,住宅地内に共同利用緑地を併設するなど,前者 と同様に緑地

やオープンスペースの確保を重視 している (第5図).住宅建設に際 しては,分譲 ･賃貸いず

第 4図 ProsperⅢの分譲住宅地,ガラスを 第 5図 ProsperⅢの賃貸集合住宅地,左側

大胆に使用 したデザインが特徴であ に物置が見える.

る.敷地手前に物置が見える. (1997年 7月筆者撮影)

(1997年 7月筆者撮影)

20)総投資額には民間投資も含まれる.
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れの場合 も,敷地節約型モデル (後述)の採用による土地被覆面積の低減,汚水 と雨水 との

分離,ソーラー ･エネルギーの利用,建築資材の選択など,エコロジーへの配慮 もなされて

いる.

また,高齢者介護モデル事業 として,介護ステーションを付設 した高齢者向け住宅43戸の

他,日帰 り介護施設 (24名分),短期滞在型介護施設 (18名分)が併設された高齢者向け総合

施設の整備が進められた.このほか,多世代同居家族およびWohngemeinschi此 (居住共同体)

21)向け大規模住宅 (10戸)の供給 によるソーシャル ･ミックスの実現,働 く女性に配慮 した

昼間託児所 (125名分)など,都市の持続的発展に資する施設が付設されている.このほか,

市区全体 を対象 とした生活関連施設 として,近隣商業センター (小売店,医院,飲食店),コ

ミュニケーションスペースが提供 されている.

以上のように,このプロジェク トの意義は,利用価値の高い用地に大量の建築物 を実現 さ

せると同時に,内発的開発のモデルを提供 したことにある.

(3)女性の視点に立った住宅開発 (AlternativesWohnen,Recklinghausen市)

近年,女性の側からもこれまでの都市居住のあ り方に対 して異議 申し立てがなされ,自ら

のイニシアテイヴによる住宅開発が提案 されるようになってきた.電化製品の普及や家事の

外部化 (幼稚園 ･病院 ･レス トランの整備や家事サービス業の出現 など)の進展は,女性に

とって家事負担の軽減をもたらした. しか しなが ら,｢ひとり親世帯｣(Aueinerziehende)22)

において典型的にみられるように,就業による経済的自立 を目指す女性の場合は,家事労働

との両立のために,郊外ではな く都心近 くの既成市街地での居住を希望する傾向が強い.覗

実には,女性のこうした需要に応える住宅は民間市場ではほとんど供給 されていないため,

住宅供給 を自らの手で行 う取組みが各地で始まっている.Nordrhein-Westfalen州では1996年

にワークショップを設立 し,こうした活動の支援 を開始 した (MinisteriumfGrBauenund

WohnendesLandesNordrhein-Westfalen,1997b,S.16-17).

エムシヤー地域においても,女性の視点に立った住宅開発 (lIFrauenPlanenundBauen■り

がIBAプロジェ ク トと して採 択 され,数 ヶ所 で実施 されてい る. そ の ひ とつであ る

Recklinghausen市のプロジェク トでは,都心近 くで交通 ･買物の便のよい既成市街地内で,

1994年 より36戸の社会賃貸住宅建設プログラムIlAlternativesWohnenHをスター トさせた (第 6

図).ここでいうHjuternativHとは,計画プロセスと借家人構成の点で一般の住宅建設 とは異な

21)Wohngemeinscha氏は,親族関係にない3人以上の成人 (および子供)から構成される世帯で,

平均世帯人員は5-6名,平均年齢は25歳である.現在少なくとも約100万世帯に達 していると

見積もられているが,これは2人以上世帯の5.6% (1990年)に相当する数字である.

22)ひとり親世帯は,父親または母親のいずれか一方が,成人または未成人の子供と住む世帯であ

り,うち母親のみのケースが72%を占める.その数は,約100万世帯 (1992年,旧西 ドイツ地域)

と推定されている.
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る新たな試みであることを意味 している.まず,計画プロセスについては,建築コンペ審査

委員会への参加,特定の借家人層からの提案の予備審査など,非常に早い段階から将来の居

住者を住宅建設計画に関与 させている.また,借家人構成については,ひとり親世帯をはじ

め,Wohngemeinschaft,非婚同居カップル23)などを対象としている.こうした ｢新たな世帯

型｣ と総称される世帯形態は,いずれも80年代以降大都市において急増 したもので,核家族

向け供給を中心とした民間市場では,これまで著 しく不利を被 ってきた.彼 らの世帯人員や

スペース需要は多様であるため,住宅規模は 1室住宅 (居住面積46m2) から5室住宅 (同102

m2) までと幅広い.あわせて,住宅地の中庭には集会所 とならんで子供の遊び場や昼間託児

所が併設されている (第 7図).なお,1997年より第二期建設 (14戸) も行われている (Stadt

Recklinghausen,1996).

第 6図 日AlternativesWohnenI一住宅の 第 7図 日AlternativesWohnenH住宅の中庭,

外観 子供や高齢者にとって安全で静かな

(1997年 7月筆者撮影) 環境を提供 している.

(1997年 7月筆者撮影)

こうしたプロジェクトが,郊外ではなく都心近 くの既成市街地で実現 された意義は大きい.

なぜならば,既成市街地での住宅建設は女性の要望に応えるのみならず,中心市街地の活性

化にとっても資するところが大 きいからである.特に,一人で子供を養育 している母親たち

はこうした試みを高 く評価 している.参加メンバーの一人で,現在同住宅に入居 している女

性 も,負担可能で,解約されることのない住宅を得たことで,子供への好影響 と自分自身の

就業選択の可能性や安心感が増大 したことをメリットとしてあげている (Ministeriumfur

BauenundWohnendesIAndesNordrhein-Westfalen,1997b,S.18-21).また,こうした取 り組

みでは,孤立性 と匿名性が打破 された都市内での居住は,働 く女性にとって家事負担を軽減

するとともに,より親密なコミュニケーションへの関心を生み,隣人間での意識的な社会的

23)非婚同居カップルは,｢18歳以上の,非婚の異性2名からなる世帯｣(婚姻なき生活共同体)で

あり,仝 ドイツでは約300万人と推定されている.彼らの年齢層については,男性の場合は26-

56歳が70%,女性では18-36歳が66%を占める.
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ネットワークの構築 も期待できる (HauBermannu.Siebel,1996,S.320).

(4)自助建設による持家形成 (Gelsenkirchen-BismarckIAarstraBe,Gelsenkirchen市)

近年の少人数世帯の増加は,彼 らの豊かさの向上にともなう居住面積の拡大要求 もあいま

って,建造物による土地被覆率の急激な上昇をもたらした.なかで も,一戸建 ･2戸-建住

宅は,郊外 における建築用地需要の約 6割 を占めてお り,こうした傾向 を一層強めている

(第3表参照).

第 3表 旧西 ドイツ地域の住宅ス トックの概要(1987年)

地域類型 住宅戸数(1,000戸) 一戸建 .二戸-鍾比率 (%) 社会住宅比率(%)

大都市圏 15,285 37.6 23.6

中心都市 8,148 19.5 29.6

郊外 7,134 58.3 16.7

その他の都市地域 7,152 58.3 15.4

中心都市 1,559 26.2 22.8

郊外 5,592 67.2 13.3

農村部 3,843 64.1 13.6

旧西 ドイウ地域 26,278 47.1 19.9

出所)BundesministeriumAirRaumordnung,BauwesenundStadtebau,1996,S.31

敷地節約型住宅 (舶chensparendeBauweise)のねらいは,建造物による地表の被覆が水循

環に与える影響 を最小限に止めるとともに,連棟 (Reihenhaus)二階建のシンプルな建築プ

ランの採用により外壁面積を減 らして暖房効率を向上 させ ることにある. また,敷地面積 を

縮小することは建設 コス トの15-20%を占める土地コス トを節約 し,総 コス トの抑制につな

が るため,収 入の限 られ た世帯 (必 ず しも低 所得 者層 で は ない) に対 す る持 家形 成

(‖Eigenheimf也rkleineLeuteH)を促進する効果 もあわせて期待 される (MinisteriumfurBauen

undWohnendeshndesNordrhein-Westfalen,1997d,S.6).こうした敷地節約型住宅建設助成

の一環 として,自助建設支援プロジェク ト (一一Einfachundselberbauen")の取 り組みが注目さ

れる.

自助建設支援 プロジェク トの目的は,コンパク ト (床面積は社会賃貸住宅 と同規模)では

あるが質の高い住宅を,現在社会賃貸住宅に居住する,自力で昼持家取得が不可能な核家族

世帯に提供することにある.この事業では,子供の成長にとって理想的な庭付 きの低層住居

の建設が原則である (第 8図).また,建築資材の選択 をは じめ,省エネルギー住宅 (通常 ょ

り30%減),ソーラー ･エネルギーによる給湯システムや雨水の自然循環システムの採用など,

環境にも配慮がなされている.1992/93年 よりスター トしたこの事業は,IBAプロジェク トに

も採用 され,Nordrhein-Westfalen州,自治体をは じめとする各種団体の支援 を受けて, 8地
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区で計約300戸 (一地区あた り30-50戸)の

建 設 が進 め られ た (ⅠBAEmscherPark

GmbH,1996b)..

この うち,Gelsenkirchen-Bismarck

LaarstraBeのプロジェク トでは,Gelsen-

kirchen市とTHS(TreuhandstelleGmbH)に

よって事業が推進 された.このプロジェク ト

では,(1)良質かつ安価な住宅の供給,(2)

集合型建築の採用,(3)将来の持ち主による

自助 という三つの原則が採用されている.建

設戸数は28戸であ り,敷地面積は180-250m2,

居住床面積は77-104m2である.また,駐車
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第 8図 自助建設支援プロジェク トの建設現

場 (Laarstralie),連棟二階建のシ

ンプルなデザインが注 目される.

(1997年 7月筆者撮影)

スペースは個々の敷地内にではな く,団地周辺にまとめて設置 されるため,住宅地内の道路

は自動車の運行が制限され (一一auto血･eiH),子供の遊び場や高齢者の憩いの場 としても活用する

ことができる (StadtGelsenkirchen,1997).

資金調達に関 しては,州の持家助成制度ならびに環境共生型住宅助成制度を利用するとと

もに,住宅建設に際 して,居住者自らが労働力を提供することで自己資金の不足分を補 うと

いう仕組みがとられている24). これにより,3-4万DMの節約 (総 コス ト25-30万DM)が図

られる.その結果,住宅費負担は賃貸住宅居住の場合 とほぼ同程度に抑えられるので,家賃

並みの返済額で持家を取得することができる.土地は,自治体か ら地上権の供与,もしくは

安価での譲渡により提供 される.資材 ･建設機械の調達,自助建設の指導 と住宅建設にとも

なう登記等の事務手続 きについては,専門家の支援の下に進められるので,地元建設業の振

興にもつながる.IBAエムシヤーパーク社は,建設コンペを主催するとともに,グループ内で

組織上問題があった場合に支援を行 う.

同プロジェク トの問題は,建設に適 した土地の入手 と労働力の提供にある.前者に関 して

は,入居者に負担可能な価格で一定の広さ (最低約5,000m2) の土地を確保できるかどうかが,

今後の発展の鍵を握っている.後者については,約一年間にわたって,長期休暇 も返上 した

うえで週25時間の労働が義務づけられるため,参加者のモチベーションの低下が懸念 される

点があげられる.

一方,建設作業においては,自分の家だけではな く,互いに労働力を提供 し合 う組織的な

相互扶助制度が実施されている.提供 した労働は一時間あたり20DMとして評価 され,清算さ

れる.この共同作業を通 じて,参加者相互のコミュニケーションが図られ,後に住宅地にお

24)シンプルな建築デザインの採用により,未経験者であっても自助建設が可能となるうえに,コ

ス ト削減効果もあわせて期待される.
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ける強固な近隣関係の形成へ とつながってい くうえ,中間所得者層の新たな流入によって地

元 (市区)経済の振興効果が期待できるというメリットもある.

Ⅴ.おわりに

1999年度の 『Nordrhein-Westfalen州地域開発報告書』(LandesentwicklungsberichtNord-

rhein･Wesぬlen)によれば,10年間におよぶIBAエムシヤーパークプロジェク トの結果,旧工

業地域の包括的で持続可能な構造転換に対する数々の措置が,多様な経済 ･労働市場地域の

形成に貢献 したと評価 されている (LandesregierungNordrhein-Westfalen,2000).

特に,居住系のプロジェク トの場合,工業化時代 における開発過程 に由来する負の遺産

(Altlasten)として,従来は一括 してその価値が否定されていた要素 (旧Kolonie,炭鉱 ･工場

跡地など)を再活用 し,持続的あるいは内発的発展のモデルとして積極的な意義を兄いだ し

ていこうとしている.確かに,量的なインパク トはさほどではないが,質が高 く,様々な生

活状況にある人々の居住要求を考慮 した住宅地を建設する試みは,人々の郊外への流出に対

する抑止力 とな り,中心市街地の活性化にも資するものである.これにより,単なる地域 イ

メージの改善にとどまらず,起業や新規産業の立地に対する波及効果 も十分に期待 される.

また,事業実施にあたって,従来の州政府主導型ではな く,官民パー トナーシップ方式を採

用 したことは,多 くの民間企業や市民グループのネットワークに支えられるとともに,それ

まで互いに牽制 しあうことの多かった各自治体に,地域内での協働の深化に対する励 ましを

与えた点でも意義が認められる.

以上 の ように,IBAは10年 間にお よぶ ｢工業地域 の将来 に とっての ア トリエ｣(ⅠBA

EmscherParkGmbH,1999,S.&9)であったが,その成果はエムシヤー地域にとどまらず,今

後の ドイツにおける環境共生型都市開発のモデルを提供するものといえよう.
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